
 

 

 

 

 

 

 

 

１．特に大宮統括センター乗務ユニットの管理者が社員に対して執拗に「労働時間 B」「準備時間」

「整理時間」など活用し申請をうながした経緯を明らかにすること、また組合員が退勤後に「医学適性

検査の申請をしたい」と申告するも許可しなかった事象に関して支社の認識を明らかにすること。 
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医学適性検査は乗務員にとって法で定められた必要不可欠な検査です。それをパスした乗務員が

いなければ当然にも列車の正常な運行は成り立ちません。したがって医学適性検査は会社にとっ

て必要な「業務」です。その証拠に「労働時間」として受診（検査）します。その受診日の申請を個

人貸与の「タブレット」で行いますが、その「申請作業」を会社は「労働時間」として認めています。 

しかし乗務行路上にある「乗務点呼（始業開始）から終了点呼（終業まで）」に別な作業をやる時間は設けられてい

ません。よってたとえ数分でも原則「時間外労働」になります。しかし会社は「労働時間 B」「準備時間」「整理時

間」など行路内の労働時間を活用してほしい、と「作業の本質」を逸脱する姿勢と行動が明らかになりました。 

11月２６日開催 

１１月１３日には大宮統括センター乗務ユニットにて、勤務終了後に列車の遅れ等があり申請が出来なかった

事を伝え「これから医学適正検査の申し込みをしたい」と伝えましたが管理者が「認めなかった事象」も発生 

「これら現実は不払い労働になる。労基法違

反だ。会社の認識は？」の問いを投げて… 


